
産振 第２６８号  

 

 

令和８年度先進加工技術力向上支援事業業務の委託に関する参加意思確認及び 

提案を求める公告 

 

令和８年度先進加工技術力向上支援事業業務の委託に当たって、受託者は、企業支援に

関する豊富な知見や経験を有し、県内企業に精通して個別の利益に囚われず広く県内産業

の振興のために活動できる者で、本県のものづくり企業が今後成長を期待されるキーテク

ノロジー分野で必要な技術革新に遅滞なく対応していくため、先進加工技術分野における

市場の動向、県内企業のシーズ・ニーズ等を把握して産学官の各種支援機関等と連携し、

先進加工技術に対応できる人材の育成及び非専門職種も対象とした基礎的・体系的な人材

の育成を行えることが必要である。 

このことから、公益財団法人岡山県産業振興財団を相手方に随意契約手続を行う予定と

しているが、他に資格を満たすと認められる者がいる場合は、契約の相手方を別途審査に

より決定するため、本業務の実施を希望する他の者の有無を確認し、提案を求める公募を

実施する。 

 

令和８年３月２日 

 

岡山県知事  伊原木 隆太 

 

１ 公募及び提案に付する事項 

（１）業務名 

令和８年度先進加工技術力向上支援事業業務 

（２）契約期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（３）契約締結時期 

   令和８年４月１日 

 

２ 公募及び提案に参加できる者の資格 

次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 

（１）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」

という。）に登載されている者であること。 

（２）入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類９その他、小分類４研修業務」であり、

格付区分がＡであること。 



（３）入札参加資格者名簿に登載された事務所所在地が岡山県内であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４第１項の規定に該当

する者でないこと。 

（５）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成 19年岡山県告示第332

号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

（６）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこ

と。 

（７）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でな

いこと。 

（８）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申し立

てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者

を除く。）でないこと。 

（９）県内ものづくり企業の現状に精通し、豊富な知見や経験に基づき対象企業に必要か

つ具体的な支援が行えること。 

（10）産学官の各機関との連携及び調整をスムーズに行うことができる体制を整えてい

ること。 

（11）過去２年の間に国（他の地方公共団体を含む。）又は県と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を２回以上締結して、これらを全て誠実に履行していること。 

 

３ 契約条項を示す場所 

岡山県産業労働部産業振興課 成長支援班 

〒700-8570 岡山市北区内山下２丁目４番６号 岡山県庁 8 階 

ＴＥＬ：０８６－２２６－７３７９ 

ＦＡＸ：０８６－２２４－２１６５ 

メールアドレス：sangyo@pref.okayama.lg.jp 

 

４ 参加手続等 

（１）業務委託実施説明書及び業務委託仕様書の配布期間等 

ア 配布期間  令和８年３月２日（月）から令和８年３月１８日（水）の午前９時

から午後５時まで。ただし、県の休日（岡山県の休日を定める条例

（平成元年岡山県条例第２号）第１条第１項に規定する休日をいう。

以下同じ。）を除く。 

イ 配布場所  上記３の場所に同じ 

なお、岡山県産業労働部産業振興課ホームページからダウンロード

できる。（https://www.pref.okayama.jp/soshiki/43/） 



（２）参加資格確認申請書の提出期間等 

ア 提出期間  令和８年３月２日（月）から令和８年３月６日（金）まで（休

日を除く）の午前９時から午後５時まで。 

イ 提出場所  上記３の場所に同じ 

ウ 提出方法  持参又は郵送等（書留郵便、配達記録郵便その他これに準じる

方法によるものに限る。）によることとし、提出期間内に必着とす

ること。 

 

（３）業務委託参加資格要件の審査及び通知 

上記（２）の申請書を提出した者の参加資格については、岡山県産業労働部内に設

置する審査会で審査し、不適合と認められた者にはその旨を書面により通知する。こ

の通知を受けた者は、この業務委託に参加することができない。 

 

５ 提案書の審査等 

（１）提案書等の提出方法 

ア 受付期間  令和８年 3 月２日（月）から令和８年３月１２日（木）まで（休日

を除く）の午前９時から午後５時まで。 

イ 提出場所  上記３の場所に同じ 

ウ 提出方法  持参又は郵送等（書留郵便、配達記録郵便その他これに準じる方法

によるものに限る。）によることとし、提出期間内に必着とすること。  

（２）審査方法 

岡山県産業労働部内に設置する審査会において、提案書等の内容について別に定め

る審査基準により審査し、契約の相手方を選定する。 

（３）審査結果の通知方法 

審査後、書面により通知する。 

 

６ その他 

（１）契約保証金は、岡山県財務規則（昭和 61 年 3 月 20 日規則第 8 号）第１５３条、

第１５４条及び第１５５条の規定による。 

（２）業務委託契約書の作成を要する。 

（３）契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければなら

ない。なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなす。 

（４）業務の詳細は令和８年度先進加工技術力向上支援事業業務委託仕様書による。 

（５）応募及び審査に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

（６）提出された書類は返却しない。 

（７）本事業は、県の令和８年度当初予算の成立をもって効力が発生する停止条件付



事業であるため、予算が成立しない場合は、この手続きに関わる一切についてい

かなる効力も発生しない。また、本事業の財源の一部に国庫支出金を充てる予定  

であるため、令和８年４月１日までに国の予算が成立しない等の場合、契約の内  

容や契約期間の見直しを求めることがある。  


